
京都府収入証紙は、現金の代わりに申請書などに貼り付けて手数料等を納めるものです。

身近なところでは、運転免許の更新や高校等の入学願書、パスポートの申請などに使われています。

※国の「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください（収入印紙は継続）。

令和4年10月からは、いろんな方法で納付できます！

※納付方法は申請手続の種別により異なります。詳しくは各手続のホームページなどをご確認ください。
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京都府会計課 kaikei@pref.kyoto.lg.jpお問い合わせ 075-414-5415☎


